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2 はじめに

◼ 前回の本小委員会（2026年1月20日）においては、機器点電圧が特別高圧、機器点容量が1,000kW以上
のリソースが需給調整市場に参入する場合の取扱いおよび一次調整力の先行導入についての整理を行った。

◼ 加えて、機器個別計測として需給調整市場に参入するにあたっての関連課題として、容量市場における発動指令
電源が機器点※で需給調整市場に参入する場合、計測点の違い等により、現行と同様に取り扱いができない課題
が存在し得るとし、容量市場が受電点の計量値をアセスメントすることを前提に今回、その扱いについて整理を行った
ため、ご議論いただきたい。

※ 容量市場で発動指令電源として評価されている受電点以下の機器点リソース。



3 （参考） 前回小委員会での整理事項 

出所）第59回需給調整市場検討小委員会（2026年1月20日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/59.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/59.html


4 （参考） 前回小委員会での課題提起（発動指令電源との関係性）

出所）第59回需給調整市場検討小委員会（2026年1月20日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/59.html

◼ 現状、発動指令量と需給調整市場での約定量（受電点）の重複分については、需給調整市場に基づく調整力
指令を優先することとなっているが、機器点で需給調整市場に参入したリソースの場合は、計測点の違い等により
同様の取り扱いができない課題が存在し得る。

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/59.html
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7 容量市場における発動指令電源の概要について

◼ 発動指令電源とは、容量市場において、計量単位（受電点）の期待容量が1,000kW 未満の電源や安定的に
供給力を提供できない自家発・DR等の組合せ等で期待容量が1,000kW以上の供給力を提供するものを指す。

◼ また、発動指令は、各属地の一般送配電事業者より実需給の３時間以上前に実施され、リクワイアメントとしては、
発動指令に応じてアセスメント対象容量以上の供給力※を3時間継続して提供することとなっている。

出所）容量市場 メインオークションについて（2025年7月）をもとに作成
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf

※ 容量市場における電源リソースは、受電点での逆潮流分のみが供給力としての評価対象となっている。

https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf


8 （参考） 発動指令電源におけるリクワイアメント・アセスメント等

出所）容量市場 メインオークションについて（2025年7月）をもとに作成
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf

https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf


9 発動指令と調整力指令を同時に受けた場合について（受電点）

◼ 発動指令電源が需給調整市場（受電点）で約定し、かつ発動指令を受けた場合、需給状況によってはどちらかの
市場リクワイアメントを満たさないことになることを踏まえ、第39回本小委員会（2023年6月1日）において、双方の
市場におけるペナルティや調整力コストの観点等から、これら二つの指令を同時に受けた場合には、調整力指令を優
先して応動する方向が整理された。

◼ その上で、これら二つの指令時間帯において、発動指令容量と需給調整市場での約定量（受電点）に重複がある
容量分に限り、容量市場側のリクワイアメントを満たしているものとみなす方向性※が示された。

※ 容量市場における包括的検証結果等を踏まえて今後見直す場合もある。

出所）第39回需給調整市場検討小委員会（2023年6月1日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/39.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/39.html


10 （参考） 供給信頼度低下の懸念について

◼ 発動指令量と需給調整市場での約定量（受電点）の重複分が調整力指令を優先する場合、発動指令電源の
需給調整市場への参加が促されることとなり、安定電源のバランス停止、ひいては実需給断面での供給信頼度が
低下する懸念が生じるものの、容量市場におけるリクワイアメント等を踏まえ、大きな問題はないものと整理した。

出所）第39回需給調整市場検討小委員会（2023年6月1日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/39.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/39.html


11 容量市場におけるアセスメントの実務設計

◼ 前述の方向性を受け、第49回容量市場の在り方等に関する検討会（2023年8月1日）にて、需給調整市場で
約定（受電点）した発動指令電源へのアセスメント方法が整理された。

◼ 具体的には、「電源等リストに需給調整市場約定リソースが含まれ、発動実績が容量市場のアセスメント対象容量
を下回った要因について、調整力指令の影響であることが合理的に説明できる場合はリクワイアメントを満たす」もの。

◼ また、このようなケースは、まずもって発動指令回数が年12回程度であること、調整力指令がフル出力でない場合等、
発生が限定的と想定し、本アセスメントのために新たなデータ連携やシステム構築までは行わない整理としていた。

出所）第49回容量市場の在り方等に関する検討会（2023年8月1日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou_kentoukai/49.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou_kentoukai/49.html


12 （参考） 発動指令量と需給調整市場での約定量（受電点）の重複分について

出所）容量市場 事業者向け説明会（リクワイアメント対応）（2025年10月）
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/251010_youryou_jitsujukyu_setsumeikai_requirement_r3.pdf

https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/251010_youryou_jitsujukyu_setsumeikai_requirement_r3.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/251010_youryou_jitsujukyu_setsumeikai_requirement_r3.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/251010_youryou_jitsujukyu_setsumeikai_requirement_r3.pdf


13 （参考） 発動指令電源の需給調整市場への参入

◼ 第34回制度検討作業部会（2019年9月13日）において、安定供給の観点からは発動指令電源は容量確保
契約に基づく発動指令に対応できることを前提にした上で、調整力としても活用が可能と整理された。

出所）第34回制度検討作業部会（2019年9月13日）資料3をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/034_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/034_03_00.pdf


14 

1. 現状の発動指令電源の受電点での扱いについて（振り返り）

2. 発動指令電源の機器点での扱いについて

3. まとめ

目次



15 機器個別計測で用いる計測値について

◼ 発動指令電源が機器点※で需給調整市場に参入する場合の整理にあたり、機器個別計測において入札・約定・
精算で用いる計測値に関する整理を振り返る。

◼ この点に関しては、第37回本小委員会（2023年3月28日）において、機器個別計測と言えど、本来的に調整力
は系統に貢献し得るべき量で評価すべきであること、入札・約定・精算値の考え方を統一した方がシステム上の処理
も簡略化されることから、「入札・約定・精算ともに損失を考慮した受電点での換算値」を採用するとし、具体的には、
機器点での計測値を簡易的な変圧器ロス（≠実際のロス）を考慮した受電点換算値を用いることと整理された。

出所）第37回需給調整市場検討小委員会（2023年3月28日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/37.html

※ 容量市場で発動指令電源として評価されている受電点以下の機器点リソース。

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/37.html


16 （参考） 機器点における損失率の扱いについて

◼ 第8回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2023年8月22日）において、機器点における損失率の
標準ユースケース※が整理され、ネガ・ポジリソースや複数の機器点を含む複雑なケースにおいても、標準ユースケース
の組み合わせにより損失率を考慮可能であることが整理された。

出所）第8回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2023年8月22日）資料3
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/008_03_00.pdf

※ ユースケースにおける電圧階級は受電点電圧を指すことに留意。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/008_03_00.pdf


17 発動指令電源が機器個別計測で需給調整市場に参入する場合について

◼ 容量市場における発動指令電源は、受電点での期待容量を評価されたものであり、実際の受電点での計量値を用
いてアセスメントがされているため、実際のロスが考慮された値となっている。一方で、機器個別計測で需給調整市場
に参入したリソースに関しては、前述のとおり、機器点での計測値を簡易的な変圧器ロスを用いて受電点に換算した
値が用いられている。

◼ この点が、前回の小委員会で課題提起した計測点の違いによる影響であり、発動指令電源は受電点での計量値を
基にアセスメントされるが、機器個別計測で需給調整市場に参入したリソースは、受電点での正確な計量値が存在
しないため、現行の受電点での需給調整市場のように、受電点での重複部分を正しく評価できないことになり得る。

◼ つまり、容量市場で発動指令電源として評価されている受電点以下のリソースに関しては、機器個別計測の対象外
になり得るともいえるが、機器点の場合において、容量市場における発動指令電源のアセスメントで正しく評価できる
かについては改めて検討が必要であると考える。（次頁以降参照）



18 発動指令電源が機器個別計測で参入する場合についての検討（前提条件）

◼ 前頁の通り、発動指令電源が機器点で需給調整市場に参入する場合の検討（ケーススタディ）の前提条件として、
発電端容量（＝機器点の発電容量）が3,000kW、発電端での発電量（＝機器点の発電量）が1,000kW、
構内負荷が500kWのリソースが、発動指令電源として、2,250kWで落札されていた場合を考える。

◼ この場合、発動指令が発出されていない状態では、受電点で450kWの発電計画（実ロス10％込み）が提出され、
また、発電機の機器点での余力としては2,000kWが残り、この部分が機器点で需給調整市場に活用可能となる。

◼ ここで、機器個別計測において用いられる、機器点での計測値を受電点に換算するための簡易的な変圧器ロスを
4％と仮定すると、需給調整市場で扱われる受電点換算値としては、1,920kW相当（ΔkW）となることになる。

◼ このように、受電点換算用の簡易損失率と実際の損失率が異なる場合（実際はほぼ100%異なることになる）、
容量市場における発動指令電源のアセスメントでΔkWとの重複部分が正しく評価できるか次頁で検討を行った。

✓ 発電端発電量G：1,000kW（発電端容量:3,000kW）

✓ 構内負荷L：500kW

✓ 発電計画（受電点）：450kW

✓ 実際の損失率：10%（※受電点計測値に織込まれる）

◼ 容量市場（受電点）

➢ 供出可能容量：2,250kW（発動指令電源）

◼ 需給調整市場（#機器点での参入#）

➢ ΔkW約定量：1,920kW（機器点:2,000kW）

➢ 受電点換算用の簡易損失率：4%

G L

M受電点

m

変圧器

発電端容量：3,000

1,000

受電点換算
ΔkW:+1,920

発電計画:450

系統

機器点

500

M’

機器点余力
: 2,000

500

実ロス：50（10%）

受電点換算用の
簡易損失率: 4%

＜本ケースで使用している前提条件＞



19 発動指令電源が機器個別計測で参入する場合についての検討（結果）

発動指令量

2,250

発電計画
450

需給調整市場
に機器個別を
活用した領域

2,000

500

50

450

本来的な
受電点での

実力値

1,800

発電計画
450

実際のロス：10%（受電点計測時に反映）

機器個別計測における受電点換算用の簡易ロス：4%

発電端容量
（発電容量）

3,000

◼ 本ケースにおいて、例として、実需給３時間前に発動指令が発出され、その後、調整力指令として“ゼロ”の指令が
発出された場合（現行の整理に従い調整力指令に従った場合）の事後的な容量市場アセスメントを考える。

◼ この場合、下図のように発動指令量2,250kWに対して、発電実績（発電計画および調整力発動）が450kWと
なり、差分の1,800kWがアセスメント対象容量を下回り、アセスメント不適合となる。事業者はこの部分が供出でき
なかった合理的な説明ができればアセスメント緩和がなされる。

◼ ここで前述の通り、受電点換算用の簡易損失率（4%）を用いて、機器点計測値を受電点換算したΔkW約定量
は1,920kWとなるが、仮に受電点計測を行った場合は実際の損失率（10%）が適用され1,800kW相当になる
ことを踏まえると、損失率の違いにより、この場合であれば、実際の受電点での実力以上に評価されることになり得る。

◼ したがって、需給調整市場における機器個別計測で用いられる機器点計測値を受電点に換算したΔkW約定量は、
受電点計量値で評価される容量市場の発動指令電源アセスメント（重複確認）では正しく評価できないといえる。

実ロス (10%)

発電計画
（受電点）

発電量
(発端)

1,000

構内負荷

発動指令
アセスメント
不足判定

1,800

発電計画
450

ΔkW
約定量

（換算値）

1,920



20 発動指令電源の機器個別計測での扱い

◼ 前頁までのケース結果より、容量市場における発動指令電源が機器点で需給調整市場に参入した場合、機器点 
リソースは機器点での計測値を簡易的な変圧器ロスを用いて受電点に換算した値（≠受電点計測値）となるため、
同時発動時において、受電点での重複部分を正しく評価できず、ケースによっては受電点換算した値が実際の受電
点での値よりも大きくなることもあり得ることがわかった。

◼ すなわち、同時発動時において発動実績がアセスメント対象容量を下回った要因のエビデンスとして、調整力指令の
影響を理由として、受電点換算した値を提出した場合、実力以上に評価されることにもなり得るため、本来的には、
容量市場で発動指令電源として評価されている受電点以下の機器点リソースに関しては、機器個別計測の対象外
とするのが自然であると考えられる。

◼ 他方で、上記の課題は発動指令と調整力指令が同時に発動した場合にのみ発生し得るものであることを踏まえると、
発動指令電源であるからといって一律的に機器個別計測の対象外とまではしなくても良いとも考えられる。

◼ この点、需給調整市場においては、2026年度からの全商品の前日取引化に伴い、現週間商品への入札タイミング
も前日断面となり、入札前に翌々日向けの広域予備率により需給状況を一定程度把握することも可能となることや、
機器個別計測が受電点では、適切な評価が困難なリソースの活用を目的としており、厳密に受電点計測値を評価
しているものでないことを踏まえると、機器個別計測での同時発動時には、「発動指令を優先すること」として、これら
リソースの機器点での需給調整市場参入を認めることとしてはどうか。

◼ この際、需給調整市場で約定したことによって、発動指令に正しく応じることができない場合は、実需給３時間前に
「発動指令を受けた際には、速やかに代替不可申請※を行うこと」とする。

※ 事業者がΔkWを供出できない場合にMMSに代替不可の内容を登録すること。



21 （参考） 機器個別計測に対するニーズ調査について

◼ 第14回次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年11月19日）にて実施された機器個別計測に
対するニーズ調査の結果※、機器個別計測により需給調整市場への参入を検討しているリソースのうち半数以上が、
当該リソースが属する受電点において容量市場への入札を検討していることが示されている。

出所）第14回 次世代の分散型電力システムに関する検討会（2025年11月19日）資料6
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf

※ 調査対象としては機器点電圧が特別高圧や機器点容量が1,000kW以上のリソースが対象。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/014_06_00.pdf


22 （参考） 代替不可申請について

出所）取引ガイド（全商品）第7版（2025年4月1日）をもとに作成
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf

◼ 需給調整市場では、リソースのトラブル等でΔkW約定量を供出できない場合、直ちにMMSに代替不可の内容登録
（代替不可申請）を行うことになっている。（申請期限は対象コマのGCまで）

https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf


23 【補論】 発動指令電源における実効性テスト時の扱いについて

◼ 関連事項として、発動指令電源における実効性テスト（実需給年度の２年前に実施）は、発動指令電源の能力
評価（容量確保契約容量の供給力評価）を行うことを目的としている。

◼ この目的に加えて、前頁にて整理した機器個別計測と発動指令電源の関係性を踏まえると、調整力指令と実効性
テストが同時に行われた場合においても、同様に、発動指令側（実効性テスト）に従うこととし、実需給３時間前に、
実効性テストの実施指令を受けた後に、速やかに代替不可申請を行うこととしてはどうか。

◼ 他方で、実効性テストは、発電実績をもってその能力評価を行う必要性があり、実施は発動指令電源とは異なり、
広域予備率の状況に依らず、予見性がないこと等を踏まえると、代替不可申請を行うと1.5倍の金銭的ペナルティが
科せられることになるものの、当該ケースについては、調整力提供者にとって不利益が生じないように金銭的ペナルティ
強度を1.0倍にした上で、契約不履行ペナルティであるアセスメント不適合時の処分の対象外※としてはどうか。

◼ 加えて、現行の需給調整市場での受電点約定においても、発動指令電源の実効性テストの目的は変わらないため、
その目的や平仄を踏まえて、調整力指令と実効性テストが重複した場合の対応方針としては共通して、実効性テス
トを優先し、代替不可申請時の金銭的ペナルティ強度を1.0倍、契約不履行ペナルティであるアセスメント不適合時
の処分の対象外※としてはどうか。

◼ なお、本運用の開始時期については、需給調整市場の取引規程類の改定後の開始となる。

※ 代替不可申請が行われなかった場合は、通常通りのペナルティ対象となる。



24 （参考） 発動指令電源における実効性テストの目的等

◼ 容量市場では発動指令電源として落札されたリソースに対し、実需給年度前（2年前）に、容量確保契約容量
以上の供給力の提供が可能であることを確認するための「実効性テスト」を行うことをリクワイアメントで求めている。

◼ また、この実効性テストの実施指令は事前の予告なく発動される。（広域予備率に依らず実施される可能性あり）

出所）容量市場 メインオークションについて（2025年7月）をもとに作成
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf

出所）容量市場 実務説明資料 実効性テストについて（2026年2月）をもとに作成
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/260206_youryou_jikkouseitestsetsumei.pdf

https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/market-board/market/oshirase/2025/files/20250709_youryou_seidosetsumei.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/260206_youryou_jikkouseitestsetsumei.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/260206_youryou_jikkouseitestsetsumei.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/260206_youryou_jikkouseitestsetsumei.pdf


25 （参考） 需給調整市場における現状の実効性テスト時の運用について

◼ 容量市場では、発動指令電源の実効性テストと調整力指令が同時に発動し、調整力指令と重複があった場合でも
計量値に基づく実績で期待容量を評価するとしている。

◼ すなわち、調整力指令に優先して応動した場合には、容量市場で評価される期待容量が小さくなる可能性がある。

◼ 他方、現行の整理において調整力指令よりも実効性テストを優先して応動した場合には、需給調整市場において
アセスメント不適合となる可能性がある。

出所）容量市場 業務マニュアル 実効性テスト編（2026年1月29日）をもとに作成
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/jitsujukyukanren/2028_jitsujukyu_kanren/260129_jikkouseitest_jitsujukyu2028.pdf

https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/jitsujukyukanren/2028_jitsujukyu_kanren/260129_jikkouseitest_jitsujukyu2028.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/jitsujukyukanren/2028_jitsujukyu_kanren/260129_jikkouseitest_jitsujukyu2028.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/jitsujukyukanren/2028_jitsujukyu_kanren/260129_jikkouseitest_jitsujukyu2028.pdf
https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/jitsujukyukanren/2028_jitsujukyu_kanren/260129_jikkouseitest_jitsujukyu2028.pdf


26 

1. 現状の発動指令電源の受電点での扱いについて（振り返り）

2. 発動指令電源の機器点での扱いについて

3. まとめ

目次



27 まとめ

◼ 今回、整理した内容をまとめると以下のとおり。

◼ 容量市場における発動指令電源の機器個別計測での扱いについて

➢機器点リソースは機器点での計測値を簡易的なロスにより受電点での換算値（≠受電点計測値）にするため、受電点
での重複部分を正しく評価できず、容量市場（発動指令電源）側のアセスメントにおいて、発動実績が対象容量を下
回った要因のエビデンスとして、調整力指令の影響を理由に、受電点換算した値を提出した場合、実力以上に評価される
ことにもなり得るため、本来的には、容量市場で発動指令電源として評価されている受電点以下の機器点リソースに関し
ては、機器個別計測の対象外とするのが自然であると考える。

➢他方、上記の課題は発動指令と調整力指令が同時に発動した場合にのみ発生し得るものであることを踏まえると、発動
指令電源であるからといって一律に機器個別計測での対象外にはせず、両指令が同時発動した場合には、「発動指令を
優先すること」として、これらリソースの機器点での需給調整市場への参入を認めることとしてはどうか。

➢この際、需給調整市場で約定したことによって発動指令に正しく応じることができない場合は、「発動指令を受けた際には、
速やかに代替不可申請を行うこと」とする。

◼ 発動指令電源における実効性テスト時の扱いについて

➢実効性テストの目的や上述の整理を踏まえ、実効性テストと調整力指令が同時に発動された場合においても、同様に、
発動指令側（実効性テスト）に従うこととし、実施指令を受けた後に代替不可申請を行うこととしてはどうか。

➢他方、実効性テストは発電実績をもってその能力評価を行う必要性があり、実施は実運用時の発動指令電源とは異なり、
広域予備率の状況にも依らず予見性がないこと等を踏まえると、当該ケースについては、調整力提供者にとって不利益が
生じないように、需給調整市場側の金銭的ペナルティ強度を1.0倍とし、契約不履行ペナルティであるアセスメント不適合
時の処分の対象外※としてはどうか。

➢この点、現行（需給調整市場の受電点約定）においても、実効性テストの目的等は変わらないため、同様の取扱いに
見直しをしてはどうか。

※ 実効性テストにおいて同時発動時、代替不可申請が行われなかった場合は、通常通りのペナルティ対象となる。
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